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諮問庁：防衛大臣 

諮問日：令和５年２月９日（令和５年（行個）諮問第３７号） 

答申日：令和６年２月２２日（令和５年度（行個）答申第１９４号） 

事件名：本人に係る特定駐屯地医務室のカルテの不開示決定（不存在）に関す

る件 

 

 

答 申 書 

 

第１ 審査会の結論 

「平成１７年頃の特定駐屯地医務室のカルテ（特定部隊）」に記録され

た保有個人情報（以下「本件対象保有個人情報」という。）につき，これ

を保有していないとして不開示とした決定は，妥当である。 

第２ 審査請求人の主張の要旨 

１ 審査請求の趣旨 

個人情報の保護に関する法律（以下「法」という。）７６条１項の規定

に基づく開示請求に対し，令和４年８月１８日付け防人衛第１５８４６号

により，防衛大臣（以下「処分庁」又は「諮問庁」という。）が行った不

開示決定（以下「原処分」という。）の開示を求める。 
２ 審査請求の理由 

（１）審査請求書 

ア 私は，現役の予備自衛官であるので，私の医療記録は現在に至るま

で存在する。仮に，移管又破棄されたのであれば，移管・廃棄簿に記

載されているはずであり，文書不存在であることは無い。 

イ 特定部隊に所属していた時に，怪我を負い診療を受けた事実がある。 

ウ 私の特定部隊の診療録（カルテ）は，個人情報の保護に関する法律

７８条２項ロ，に該当し，私の生命，健康，生活又は財産を保護する

ため，開示することが必要であると認められるべき情報である。 

（２）意見書 

審査請求人から諮問庁の閲覧に供することは適当でない旨の意見が提

出されているため，その記載及び添付資料を省略する。 

第３ 諮問庁の説明の要旨 

１ 経緯 

本件開示請求は，「平成１７年頃の特定駐屯地医務室のカルテ（特定部

隊）」の開示を求めるものであり，これに該当する保有個人情報が記録さ

れている行政文書の保有を確認することができなかったため，法８２条２

項の規定に基づき，令和４年８月１８日付け防人衛第１５８４６号により

文書不存在による原処分を行った。 
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本件審査請求は，原処分に対して提起されたものである。 

２ 不開示とした部分及びその理由について 

本件対象保有個人情報が記録されている行政文書については，陸上自衛

隊特定駐屯地業務隊衛生科事務室及び科長室を探索したが，当該行政文書

の存在を確認することができなかったため，文書不存在により不開示とし

たものである。 

３ 審査請求人の主張について 

審査請求人は，「私は，現役の予備自衛官であるので，私の医療記録は

現在に至るまで存在する。仮に，移管又破棄されたのであれば，移管・廃

棄簿に記載されているはずであり，文書不存在であることは無い。特定部

隊に所属していた時に，怪我を負い診療を受けた事実がある。私の特定部

隊の診療録（カルテ）は，法７８条２項ロ，に該当し，私の生命，健康，

生活又は財産を保護するため，開示することが必要であると認められるべ

き情報である。」として，不開示決定の取消しを求めるが，上記２のとお

り，本件対象保有個人情報が記録されている行政文書の存在を確認するこ

とができなかったため，文書不存在につき不開示としたものであり，本件

審査請求を受けて念のため所要の探索を行ったが，再度の探索においても

保有を確認できなかった。 

よって，審査請求人の主張には理由がなく，原処分を維持することが妥

当である。 

第４ 調査審議の経過 

当審査会は，本件諮問事件について，以下のとおり，調査審議を行った。 

① 令和５年２月９日   諮問の受理 

② 同日         諮問庁から理由説明書を収受 

③ 同年３月１５日    審査請求人から意見書及び資料を収受 

④ 同年１２月１９日   審議 

⑤ 令和６年１月１９日  審議 

⑥ 同年２月１６日    審議 

第５ 審査会の判断の理由 

１ 本件対象保有個人情報について 

本件開示請求は，本件対象保有個人情報の開示を求めるものである。 

処分庁は，本件対象保有個人情報の存在を確認することができなかった

として不開示とする原処分を行った。 

これに対し，審査請求人は原処分の開示を求めているが，諮問庁は原処

分を妥当としていることから，以下，本件対象保有個人情報の保有の有無

について検討する。 

２ 本件対象保有個人情報の保有の有無について 

（１）本件対象保有個人情報の保有の有無について，当審査会事務局職員を
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して諮問庁に確認させたところ，諮問庁から次のとおり説明があった。 

ア 本件開示請求は，平成１７年頃の特定駐屯地医務室の診療録の開示

を求めるものであることから，同駐屯地業務隊衛生科事務室及び科長

室を探索したものの，その存在を確認することはできなかった。 

イ 陸上自衛隊の病院等において使用する診療に関する諸記録について

は，「自衛隊の病院及び医務室の診療等に関する訓令」（以下「訓令」

という。）に基づき定められた「陸上自衛隊における診療等の実施に

関する達」（以下「達」という。）別紙第２（第２２条関係）におい

て，８種類の諸記録の区分に応じて，保存期間がそれぞれ３年から１

０年までと規定されているところ，審査請求人が求める特定駐屯地医

務室の診療録の保存期間は５年であり，当該記録等に記載された最終

月の属する年度の翌年度の４月１日から起算することとなっている。 

ウ 審査請求人が開示を求める診療録の作成時点から本件開示請求時点

までに既に１６年以上が経過しており，仮に当時作成・取得していた

としても，上記イのとおり当該駐屯地医務室の診療録の保存期間は５

年であり，平成２９年度までに５年を空けずに同医務室で診療を継続

して受けていた場合以外には保存されている可能性はない。いずれに

しても本件対象保有個人情報の存在が確認できない以上，開示請求ま

での間に保存期間が満了し廃棄されたものと考えられる。 

エ 本件審査請求を受け，念のため上記アと同様の探索を行ったが，本

件対象保有個人情報の存在を確認することができなかった。 

（２）諮問庁から訓令及び達の提示を受け，当審査会において確認したとこ

ろ，達の別紙第２（第２２条関係）において，上記（１）イで諮問庁が

説明するとおり，医務室における診療記録の保存期間は５年が設定され

ており，当該記録等に記載された最終月の属する年度の翌年度の４月１

日から起算するものであると認められる。 

そうすると，審査請求人が開示を求める本件対象保有個人情報の作成

時点から本件開示請求時点までに既に１６年以上が経過しており，同医

務室で継続して診療を受けている場合以外には保存期間の満了に伴い廃

棄されたと考えられるなどとする上記（１）ウの諮問庁の説明が特段不

自然，不合理であるとはいえず，審査請求人が５年を空けずに当該医務

室で診療を継続していたなどとの，これを覆すに足る事情も認められな

い。 

さらに，本件対象保有個人情報の探索範囲も不十分であるとはいえず，

他に本件対象保有個人情報の存在をうかがわせる事情も認められないこ

とから，防衛省において，本件対象保有個人情報を保有しているとは認

められない。 

３ 審査請求人のその他の主張について 
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審査請求人のその他の主張は，当審査会の上記判断を左右するものでは

ない。 

４ 本件不開示決定の妥当性について 

以上のことから，本件対象保有個人情報につき，これを保有していない

として不開示とした決定については，防衛省において本件対象保有個人情

報を保有しているとは認められず，妥当であると判断した。 

（第２部会） 

委員 白井玲子，委員 太田匡彦，委員 佐藤郁美 

 


